
○戸田市掲示板設置等補助要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、自治活動の一環として、掲示板の設置、修繕又は撤去

（以下「設置等」という。）をする市内の町会及び自治会（以下「町会・自

治会」という。）に対し、予算の範囲内で掲示板設置等補助金（以下「補助

金」という。）を交付し、もって市政に対する住民参加を容易にすることを

目的とする。 

２ 補助金の交付手続等に関しては、この要綱に定めるもののほか戸田市補助

金等交付規則（平成２１年規則第６号）に定めるところによる。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るとおりとする。 

(1) 設置 掲示板を新たに備え付けること。 

(2) 修繕 掲示板の面板交換、鉄部塗装又はその両方を行うこと。 

(3) 撤去 掲示板を取り去ること。 

（規格） 

第３条 掲示板の規格は、原則別表のとおりとする。ただし、これにより難い

場合は、協働推進課と協議するものとする。 

（補助対象） 

第４条 補助の対象とする掲示板の数は、次に定めるとおりとする。ただし、

市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。 

(1) 設置の場合、１町会・自治会につき年２基以内 

(2) 修繕の場合、１町会・自治会につき年２基以内 

(3) 撤去の場合、１町会・自治会につき年２基以内 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、町会・自治会が第３条に規定する掲示板の設置等に要

した費用の額とする。ただし、市長が別に定める額を超えることはできな

い。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする町会・自治会は、掲示板設置等補助金

交付申請書（第１号様式）に必要な書類を添えて、市長に提出しなければな



らない。 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があった場合において、

当該申請が適当であると認めたときは、掲示板設置等補助金交付決定通知書

（第２号様式）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付すことができ

る。 

（補助事業の内容変更等） 

第８条 補助金の交付決定を受けた町会・自治会は、掲示板の設置等の内容を

変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、遅滞なく掲示板設置等変更

（中止、廃止）申請書（第３号様式）を市長に提出し、承認を受けなければ

ならない。 

（実績報告） 

第９条 補助金の交付決定を受けた町会・自治会は、掲示板の設置等が完了し

たときは、速やかに掲示板設置等実績報告書（第４号様式）を市長に提出し

なければならない。 

（補助金の額の確定） 

第１０条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該補

助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると

認めたときは、交付する補助金の額を確定し、掲示板設置等補助金確定通知

書（第５号様式）により、当該町会・自治会に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第１１条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を交付

するものとする。 

２ 町会は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、掲示板

設置等補助金請求書（第６号様式）を市長に提出しなければならない。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３年告示第１２０号） 

この要綱は、平成４年４月１日から施行する。 



附 則（平成５年告示第２６号） 

この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年告示第４７号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３０年告示第１０３号） 

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

別表（第３条関係） 

埋込み型 
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